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クマによる住民被害を軽減するために、河川管理上必要な維持管理

において、クマ被害防止の観点も踏まえた伐木等を行います 

 

 

昨年は、全国でクマによる人身被害が増大・多様化・広域化しており、住民の安全・安心を

脅かす深刻な事態となっております。 

糸魚川地域振興局管内でも多数の目撃情報が寄せられているところです。 

糸魚川地域振興局地域整備部では、河道の適正な管理のために実施する樹木伐採、草木の

踏み倒し等の維持管理にあたり、クマ被害防止の観点も踏まえながら進めます。  

本対策により、河川敷内の視認性を向上させ、クマの早期発見や移動範囲の抑制につな 

がる効果を期待しています。 

 

記 

 

  １ 実施日  令和８年５月 11日（月）以降 

 

  ２ 場 所  能生川河川敷（糸魚川市大字鷲尾地内）他 

 

  ３ 内 容  建設機械による立木撤去及び草木の踏み倒し 

 

４ その他  実施日については、天候等により決定します。 

 

 

 

 

【本件についての問い合わせ先】 

糸魚川地域振興局地域整備部 

〔担当〕副部長 古川 

電話：025（553）1962 

E-mail：ngt112050@pref.niigata.lg.jp 

 



伐採予定箇所

二級河川早川
東海地内

二級河川早川
越地内

二級河川能生川
鷲尾地内


